
路線の計画から今日までの経緯

平成７年７月 四季の丘はたそめ団地を分断する日立・笠間線の話あり。

平成８年６月 交通量の増大により騒音・振動・塵埃・交通事故等

が多発するとの理由から反対。

一日の交通量６０００台 現在７７００台～

平成９年７月２７日 県に計画変更要望書を提出・・・新聞記事のとおり
当時の世帯５２０世帯 ７５％が反対 現在８８９世帯

県は膨大な予算と地元了解が得られていない
状況から事業見送りとする。

▶この事業は３０年前の事業計画でありこの時点で検証が

必要な事業である。



団地を分断する路線変更要望を県に提出 (当時の記事)



県事業が何故市道０１３９号線としての
再スタートなのか

平成２９年１２月１４日 日立笠間線(真弓ルート)整備促進に関する要望

(常陸太田市と日立市連名)

▶この要望書には日立市への緊急医療への搬送などなし・・・

住民説明会の大義名分は後付け
〔支援事業として要望〕

１．事業実施に際しての財政負担を軽減するため、県の合併支援事業の

新規路線として指定すること。

２．事業の円滑な推進を図るため、県の受託事業として技術的・人的支援を

行うこと。

３．早期の事業化を図るため、各種調査業務を行うこと。

⇨ 市の合併特例債の使用と県の合併支援事業として新規事業とし

て指定 ・・・・・・ 従って実質路線事業者は県である

⇨ 土地収用法における事業認定手続き・・・国ではないか



県事業であることを当時の建設部長が明言

(平成３０年４月２６日に開催された町会長会議で建設部長)

〔県道であることを明言〕

▶はたそめ団地の皆様には、静寂な住宅地におきまして県道を接続する

わけでございますので・・ ・ ・ ・ ・ただ単に道路を接続して良いとは考えて

はおりません。

「市道０１３９号線としての再スタートなら東部工業団地等に路線を変更すべ

きである。」 ・・・詳細については費用対効果と便益から説明

■市の財政事情を考慮し無駄遣いはやめるべき。

その対価は今後住民が背負うことになる。



はたそめ団地内を分断する
市道０１３９号線に反対する陳情書を市に提出

▶令和３年８月４日・・・市に陳情書を提出するが回答なし。

〔回答できない理由〕・・・県の事業として進めるから・・

■住民に納得できる説明なし／計画ありきでこの事業はス

タートした。結果、土地買収したところから既成事実化し

て工事を先行したため後戻りできない事業となっている。



団地住民説明会(10/29)での課題

■県が日立市に建設しようとしている産業廃棄物最終処分場は県道37号線を

経由して一日2台としているが、国道6号から国道349号線を経由し団地内

道路を通過するのは必然。

・・・・・・市は地図の路線状況から納得のいく説明をすべき

■市は団地住民に話を進めながらと言いながら土地収用法に拘わる行為を

優先した。今日の社会のあり方に於いて住民の合意形成など全く図らないで

事業執行すること自体無謀である。

・・・・・・この事業は県と市が計画ありきで進めてきた結果であり

団地住民 ２０００人超 や関係地権者を無視した事業、

と言わざるを得ない。

■市は説明会席上で質疑応答の議事録発行や環境影響データ等を自治会に

提供すると約束したが、何度確認しても無視しつづけている。

・・・・・・根拠など無きに等しいから提供できないのではないか。



共有名義の土地の取り扱い

団地内貫通道路反対の意志として故皆川前自治会長が土地を購入

〔土地の譲渡者〕

▶団地住民や賛同者６３名が共有名義・・・亀作町赤坂地内(山林)

〔目 的〕

▶団地内貫通道路反対の意志として購入したもの

〔取り扱い〕

▶団地内貫通道路を見直し東部工業団地などに路線の変更を
考えるなら共有名義の土地の売買には快く応じたい。
この路線が市道としての位置づけなら計画変更はいつでも
可能である筈。
基本的な道路建設や真弓トンネルには反対していない。



令和１年９月に配布されたパンフレット

この二つが事実だとすれば、平成２９年１月から
令和１年９月までの間に、前市⻑が保有していた
用地は どこかに売却された、ということ？

平成２９年１月の地番図
高貫町関係者提供

緑の部分が前市⻑名義の⼟地
３カ所合計２０８３㎡

⻩⾊の部分

用地取得について 事例



【貫通ルートおよび沿道の用地に関して明確なこと】
◆平成7年以前 ・・・・・ 個人地権者

平成７年〜９年 県道６１号をはたそめ団地内貫通させるため、
茨城県がデペロッパーから、はたそめ団地内の宅地を購入

◆平成８年〜平成２９年頃 ・・・特定企業が貫通ルート延⻑先沿道の⼟地を買取
◆令和２年〜令和５年 ・・・・・ 常陸太田市が買取

この、事実上の転売により用地取得費が上がっていれば、公共の不利益である。
さらに関係地区住⺠の間には、上記特定企業の関連ゼネコンが共同企業体の幹事

企業あるいは構成企業として本体工事等を受注した場合には一定の還流があるとの
「噂」もある。 万が一にでも、これが事実であればあきらかに公益に反する。
平成３０年以降、⾃治会会⻑は市と町会会⻑の会議、本事業の住⺠説明会等で

この疑惑に関して再三質問しているが、市は明確に否定の回答をしていない。
前市⻑が保有する⼟地があるからか？という質問に対して「約２００㎡(*1)の⼟地
があるが、そのような大きなリスクを負う方は、常識的に考えても、いないと思い
ます。」 と回答しているだけである。

【*1 平成２９年１月には、直ちに確認可能な範囲だけでも２０８３㎡存在していた】
今後、常陸太田市条例３７号(倫理規定)基づき疑惑の解明を求めていくとともに

継続して監視していきたい。

用地取得について （２）



事例

話し合いを行いながら進める。
と あるが・・・

令和１〜５年
話し合いは一度もない
説明会は４回
いずれも質問は一人一回に制限
事業認定説明会は質問しようと
している女性がいるにもかかわ
らず途中で打ち切った

建設部⻑⾃らが
「県道を接続する」と言及。
一方で

用地の疑義については
何も触れない。

市の住民対応



意見書及び公聴会における公述申し立を踏まえ
この路線計画の公平・公正な意思決定を‼

▶はたそめ団地住民は現在でも、２０００人超が市道０１３９号線団地内

貫通道路に反対。

▶計画ありきで進められて道路であり、土地買収と同時に既成事実とした

工事が進められ住民合意が図られない無謀な事業。

▶合理的とは名ばかりで費用対効果に反し便益の出ない事業。

▶団地を通過させること自体、交通事故の確率が増大。その責任は誰が取

るのか検証がなされない事業。

以上を踏まえ、団地内貫通道路は不合理さと矛盾を抱えた無謀
な計画であるため、この路線の公正・公平な事業審査を強く望
むものである。

四季の丘はたそめ自治会 会長 小野寺 節雄


